
 

 

 

 

 

 

 

 

 

その方は、夫に先立たれ、女手一つで自営業をされ

ながら、お子様二人を立派に育て上げてきた方でし

た。 

ある日膵臓がんに罹患し、余命半年と宣告されて

ベッド上での生活を余儀なくされました。歌がお好

きで、訪問入浴のスタッフさんが来ると、いつも一

緒に歌いながら入浴されることを楽しみにされてい

る方でした。 

もう一つの楽しみは、訪問診療の先生の訪問。先生

が大好きで、いつも先生の訪問を心待ちにされてい

たそうです。 

懸命に介護・看護を続けていましたが、ついに悲し

い別れの時がやってきました。 

お子様・お孫様・ご兄弟が集まりましたが、その方

はご家族を前に、最期の10分前まで歌をうたって

いたそうです。大好きな訪問診療の先生が到着され

るのを、待ち続けているかのようでした。 

そして、先生が到着すると、最愛のご家族に見守ら

れながら、その方はふっと息を引き取られました。

先生が到着されるまで、その方は懸命に、懸命に、

命の灯を燃やし続けていたのでした。 

その話をご家族から伺った時、私は確信しました。

在宅で介護をする上で、訪問診療がいかに必要不可

欠であるかを。 

在宅での看取り・・・ご家族にとって、愛する人が

天国に旅立つその時を、自宅看取ることがいかに辛

いことか、私も母を看取った経験があるだけに、よ

くわかります。 

今も尚、最期は病院で迎えるという方が多いのが現

状ですが、見直そうという考えが主流になってきて

います。何よりご本人様にとって、住み慣れた自宅

というのは、においや家族の声、近所の生活音さえ

も懐かしく、安心できる空間なのではないでしょう

か！私たちは、そんなご家族のつらい想いに少しで

も寄り添い、ご本人様が安心して暮らせるような環

境が創れるような、そんな介護職であらねばならな

いと考えております。 

いつも皆様方には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

じめじめとした梅雨の時期が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？梅雨が明けると、

暑い夏がやってきます。子供たちにとっても楽しみな夏休みも、もうすぐやってきますね。

故郷への帰省や行楽の計画を、今から立てられている方も多いのではないでしょうか？ 

うっとうしい日々が続きますが、皆様どうぞご自愛いただき、ご活躍されることを祈念申し

上げます。 
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住み慣れた自宅で、 
愛する家族に見守られ、 
最期を迎える・・・ 
これが「あたり前」の世の中で 
あってほしい 



広報誌「ライジング・サン」のバックナンバーは、弊社ホームページでもご覧いただけます。 

ぜひお立ち寄り下さいませ。http://www.samaba.jp/back-number/ 

＜自己紹介＞ 
相手の立場になって考え、行動できる人間でありたいと思います。 
辛いことも、悲しいことも、すべて「経験は財産」と思って、
日々精進してまいります。 
人生は「ご縁」で成り立っていると思っています。出会えた「ご
縁」を大切に、信頼していただけるケアマネを目指して頑張りま
す。どうぞご指導の程、よろしくお願い申し上げます。 

（代表・井上より） 
仕事にいつも前向きに取り組んでいます。現状に満足せず、いつも次の仕
事を見つけようとする姿勢が見て取れます。これは簡単にできることでは
なく、いつも感心しています。利用者様に真摯に向き合って行動する、と
ても頼もしい存在です。私はいつも、愛情込めて「べっぴんさん」と呼ん
でいます（笑） 

スタッフ紹介 
居宅介護支援事業所 
介護支援専門員 

金子 みちよ 

平成２７年２月入社 

出身地：東京都 

血液型：Ｏ型 

資格：介護支援専門員 

     介護福祉士 

＜プロフィール＞ 
今月の 

名言 
老いは 
恥ではないのだよ 

ジョージ・フォアマン 
（ボクシング元世界 
 ヘビー級チャンピオン） 

世界的に有名な往年のプロボクサー。世界ヘ

ビー級チャンピオンになり、1977年に一度引

退するも1991年に復活し、世界再挑戦。残念

ながら、善戦むなしく負けてしまいましたが、

試合終了後に彼が口にしたのがこの言葉。多く

の人に勇気と感動を与えました。それから3年

後、彼は45歳10か月でチャンピオンに返り咲

くという「奇跡」を起こします。 

「年を取ることは恥ずかしいことではない」。

私たちはご利用者様に対し、声を大にしてこの

言葉を発したいと思います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後見制度を利用したいが、一体いくらかかるのか？

その費用については、誰しもが気になるところだと

思います。今回は、東京家庭裁判所に後見開始申し

立てをする場合にかかる費用について、ご案内致し

ます（以下「○」は必ずかかる費用、「△」は場合

によってかかる費用となります）。 

司法書士 清澤晃先生が教えます！ 

成年後見制度を 
利用するための 
費用について 

［連載第五回］ 

誰にでもわかる 

成年後見制度 

清澤司法書士事務所 代表司法書士 
清澤 晃 先生 

清澤司法書士事務所  公式HP http://ak-houmu.com/ 
ご質問、お問い合わせはお気軽に！ 

○収入印紙：800円  

○登記費用：2,600円 

○郵便切手：3,200円 

○戸籍や診断書等の必要書類の取得費用：数千円～ 

△鑑定費用：5～10万円 

△専門職に申立書の作成を依頼した場合の費用相場 

司法書士の場合 8～15万円 弁護士の場合 20～40万円 

司法書士等の専門職が後見人に就いた場合の報酬の目安 

○月2～5万円 

・財産の内容や事案の難易度によって、家庭裁判所が適正

な金額を決めます。 

・身内の方等が後見人に就いた場合は、「無報酬」が一般

的です。 

※費用がない場合であっても助成制度もありますの

でご検討ください。 

・成年後見制度利用支援事業（厚生労働省） 

・民事法律扶助制度（法テラス） 

・公益信託成年後見助成基金（公益社団法人成年後

見センター・リーガルサポート） 

・後見人等報酬助成制度（各自治体） 


